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（※については例規集登載事項）
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告 示

○九州電力川内原子力発電所の20年延長運転の是非を問う県民投票条例制定請求の受理

（地域政策課取扱い）１

鹿児島県告示第761号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項の規定による条例制定の請求を令和５年10

月４日付けで受理したので，同条第２項及び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第98条

第１項の規定により，条例制定請求代表者の住所及び氏名並びに請求の要旨を次のとおり告示

する。

令和５年10月６日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 条例制定請求代表者の住所及び氏名

住 所 氏 名

指宿市十町2236番地 橋野 裕明

鹿屋市旭原町2538番地９ 松下 德二

摩川内市脇町塔之原10439番地 井上 勝博

姶良市東田1502番地１ 山中 六江

摩川内市宮里町3299番地11 下馬場 学

鹿児島市伊敷台一丁目４番18号 向 祥隆

鹿児島市下竜尾町14番23号メゾン南国401号 杣谷 健太

鹿児島市川上町1132番地１ 内田 伸子

鹿児島市名山町４番26号 西村 亜希子

鹿児島市玉里団地三丁目12番７号 野口 英一郎

鹿児島市真砂本町43番２号第２富士ビル401号 山口 広延

鹿児島市吉野町6039番地６ 松崎 眞琴

鹿児島市坂之上二丁目33番48号 平良 行雄

２ 請求の要旨

九州電力川内原子力発電所は，まもなく法で定められた寿命である40年を迎えます。九州電

力は，これをさらに20年延長して使い続けるための「申請」を昨年10月に行い，現在原子力規

制委員会がその「審査」を行っている状況にあります。

2011年３月11日の福島第一原発事故は，改めて，私たちに，原発の潜在的な脅威を知らしめ

ました。水素爆発によって，大気に放たれた大量の放射性物質は，多くの住民のいのちと生業

と日常生活を奪いました。あれから，12年の歳月が経過した現在でも，非常事態宣言は発動さ

れたままであり，帰還困難区域は未だ309平方キロメートルを残しています。

このように，原発は，ひとたび事故をおこせば，そこに住む住民に甚大な影響を及ぼします。

今回の九州電力の「申請」は，その原発を設計寿命の40年を超えて，さらに20年延長して使い

続けるというものです。私たちは川内原発の立地県民として，20年延長運転を認めるのか，そ
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れとも40年で停止・廃炉の道を進むのか選択したいと考えます。

塩田知事も，３年前の県知事選挙で，「20年延長については，必要に応じて県民投票を実施

します」と公約しており，県民投票の必要性や有効性を認めています。住民の意思に基づいて

行われる住民自治と，国から独立した地方自治体に委ねられる団体自治は，憲法に定められた

地方自治の本旨です。

以上の理由から，私たちは，県民投票を求め，本条例の制定を請求します。

九州電力川内原子力発電所の２０年延長運転の是非を問う県民投票条例（案）

第１条（目的）

この条例は、九州電力原子力発電所の２０年延長運転の是非に関し、県民の意思を明らかに

するための公正かつ民主的な手続きを確保することにより、中長期的なエネルギー政策に係る

住民自治を推進し、以て県政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。

第２条（県民投票）

九州電力川内原子力発電所の２０年延長運転の是非に関する県民の意思を明らかにするため、

県民による投票（以下、県民投票という。）を行う。

第３条（条例解釈の指針）

１ 県民投票は、県民の意思が正しく反映されるものでなければならない。

２ この条例の解釈及び運用は、県民の知る権利及び意見表明の自由が十分に保障されるよう、

行われなければならない。

第４条（県民投票の執行）

１ 県民投票は、知事が執行するものとする。

２ 知事は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の２の規定に基づき、その権

限に属する県民投票の管理及び執行に関する事務を鹿児島県選挙管理委員会（以下、選挙管

理委員会という。）に委任するものとする。

第５条（県民投票の期日）

１ 県民投票の期日（以下、投票期日という。）は、この条例の施行日から６月を超えない範

囲において、知事が定める。

２ 知事は、前項の規定により投票期日を定めたときは、選挙管理委員会に対して速やかに通

知しなければならない。

第６条（投票期日の告示）

選挙管理委員会は、前条の規定による通知を受けたときには、投票期日の１２日前までにこ

れを告示しなければならない。

第７条（投票資格者）

１ 県民投票における投票の資格を有する者（以下、投票資格者という。）は、投票期日にお

いて県内の市町村に住所を有する、年齢満１８歳以上の日本国籍を有する者とする。

２ 投票資格者は、そのものに係る県内の市町村の住民票が作成された日（他の都道府県から

県内の市町村に住所を移した者で住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条の規

定により届出をした者については、当該届出をした日）から引き続き３月以上、当該市町村

の住民基本台帳に記載されていなければならない（県内の市町村で住民票の異動があった場

合を含む)。

第８条（投票資格者名簿）

１ 県民投票が行われる場合、市町村の選挙管理委員会は、第二条の規定に関し、投票資格者

名簿を調製しなければならない。

２ 投票資格者名簿は、磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して

おくことができる物を含む。）をもって調製することができる。

３ その他、投票資格者名簿の調製に関し必要な事項は、規則で定める。

第９条（一人一票）

県民投票は、一人一票とする。

第１０条（秘密投票）

県民投票は、秘密投票とする。
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第１１条（投票期日・自書投票の原則）

投票資格者は自ら、投票期日に、規則で定める県民投票を行う場所（以下、投票所という｡）

に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。

第１２条（期日前投票・不在者投票）

１ 前条の規定に関わらず、投票期日に自ら投票所に行くことができない投票資格者は、第６

条に定める県民投票の告示後、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

２ 期日前投票及び不在者投票に関し必要な事項は、規則で定める。

第１３条（投票用紙の交付及び様式）

１ 投票用紙は、投票期日、投票所において投票人に交付しなければならない。

２ 投票用紙には予め、賛成の文字及び反対の文字を印刷しなければならない。

３ 投票用紙の様式に関し必要な事項は、規則で定める。

第１４条（投票の方式）

１ 投票人は、九州電力川内原子力発電所の２０年延長運転に賛成するときは投票用紙の賛成

欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなけれ

ばならない。

２ 前項に規定する○の記号の記載方法は、○の記号を自書する方法によるものとする。

第１５条（代理投票・点字投票）

１ 身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票

人は、代理投票をすることができる。

２ 点字による投票の方法は、規則で定める。

第１６条（投票の効力の決定）

投票の効力の決定に当たっては、第１７条の規定の趣旨に著しく反しない限りにおいて、そ

の投票をした者の意思が客観的に明らかになるものであれば、その投票を有効とする。

第１７条（無効投票）

次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

（１） 所定の投票用紙を用いないもの

（２） ○の記号以外の事項を記載したもの

（３） ○の記号のほか、他事を記載したもの

（４） ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄に重複して記載したもの

（５） ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの

（６） 何も記載していないもの

第１８条（情報の提供等）

選挙管理委員会は、県民投票を実施するさい、県民投票の方法及び手続に関し必要な事項を、

県民に分かりやすく周知しなければならない。

第１９条（県民投票運動）

１ 何人も、県民投票運動（九州電力川内原子力発電所の２０年延長運転に対し、賛成又は反

対の投票をし、又はしないように勧誘する行為）その他意見の表明は、自由に行うことがで

きる。ただし、買収、脅迫を行う等、県民の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉するもの

であってはならない。

２ 何人も、県民投票の実施に際して、県民の生活の静穏を確保することに十分配慮しなけれ

ばならない。

３ 選挙管理委員会の委員及び職員は、その在職中、県民投票運動をすることができない。

第２０条（投票及び開票）

前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開

票立会人その他県民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、規則で定める。その他、公職

選挙法（昭和２５年法律第１００号)、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）及び

公職選挙法施行規則（昭和２５年総理府令第１３号）の規定の例による。

第２１条（投票結果の告示）

選挙管理委員会は、開票を行い投票結果が確定したときは、これを直ちに告示するとともに、

当該告示の内容を知事及び県議会議長に報告しなければならない。
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第２２条（投票結果の尊重）

有効投票総数（賛成投票及び反対投票を合計した数）の過半数となった結果について、知事

及び県議会はそれを尊重するとともに、国及び関係機関と真摯に協議し、九州電力川内原子

力発電所の２０年延長運転に関して、県民の意思が忠実に反映されるよう努めなければなら

ない。

第２４条（規則への委任）

１ この条例に定めるもののほか、県民投票の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

２ 規則は、この条例の施行日から、２０日以内に制定しなければならない。

３ その他、この条例の規定を適用し難い事項がある場合には、規則で格別の定めを置くこと

ができる。

附則第１条（施行期日）

この条例は、公布の日から施行する。


